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花巻市パブリックコメント制度に関する指針新旧対照表 

旧 新 

第１ 目的 

  この指針は、花巻市まちづくり基本条例（平成２０年花巻市条例第２４号）第１３条に基づき、パ

ブリックコメント制度に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２ 定義 

  この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) パブリックコメント制度  市の政策に関する基本的な計画等を立案する過程で、その計画等の案

の趣旨、内容その他必要な事項を市民に公表し、これらについて提出された市民等の意見を考慮し

て意思決定を行う仕組みをいう。 

（追加） 

(2) 実施機関 パブリックコメント制度を実施する市の機関をいう。 

 (3) 市民等  次に掲げるものをいう。 

 ア、市内に住所を有する者 

 イ、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

 ウ、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

 エ、市内に存する学校に在学する者 

 オ、パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの 

（追加） 

 

 

第３ 対象 

１  パブリックコメント制度の対象となる計画等（以下「計画等」という。）は、次に掲げるものと

する。 

 (1)  市の政策に関する基本的な計画の策定又は変更 

 (2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手

数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃 

 (3)  広く市民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の策定又は変更 

２  前項各号に掲げるもののほか、制度の趣旨に照らし、この指針に定める手続きを行うことが望ま

しいものについては、当該手続を行うよう努めるものとする。 

３  前２項の規定にかかわらず、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの又は市の裁量の余地の

少ないものについては、パブリックコメントを行わないことができる。 

 

第４ 実施時期等 

１  実施機関は、この制度の対象となる計画等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行

う前にその案を公表し、市民等の意見を求めるものとする。 

 

第１ 目的 

  この指針は、花巻市まちづくり基本条例（平成２０年花巻市条例第２４号）第１３条に基づき、パ

ブリックコメント制度に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２ 定義 

  この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) パブリックコメント制度  市の政策に関する基本的な計画等を立案する過程で、その計画等の案

の趣旨、内容その他必要な事項を市民に公表し、これらについて提出された市民等の意見を考慮し

て意思決定を行う仕組みをいう。 

(2) 意思決定 状況に応じて庁議等（庁議又は市長協議等）又は実施機関の長の決裁により行う。 

 (3) 実施機関 パブリックコメント制度を実施する市の機関をいう。 

 (4) 市民等  次に掲げるものをいう。 

 ア 市内に住所を有する者 

 イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

 ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

 エ 市内に存する学校に在学する者 

 オ パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの 

(5) 計画等の決定 議会の議決又は国若しくは県等の同意若しくは承認が必要なものについては、議

決又は同意若しくは承認のときとし、その他については、意思決定のときとする。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 実施時期等 

１  実施機関は、この制度の対象となる計画等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行

う前にその案を公表し、市民等の意見を求めるものとする。 
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２  公表の際には、計画等の趣旨及び目的等についての説明を加えるものとし、関連資料も併せて公

表するなど、市民等が計画等の案の内容について十分理解できるよう留意するものとする。 

 

第５ 公表の方法等 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  計画等の案を公表するときは、その案と関係資料及び関係する情報（以下「案等」という。）を

総務部総務課、総合支所地域振興課、振興センター及び図書館等市の施設に備えつけるとともに、

市のホームページに掲載しなければならない。 

２  前項に定めるもののほか、次に掲げる方法のうち、必要に応じて複数の方法を活用し、市民が容

易に計画等の案等又はその概要を入手できるようにするものとする。 

(1) 実施機関の事務所での閲覧 

(2) 広報はなまきへの掲載 

(3) 説明会の開催 

(4) 報道機関への発表 

(5) その他適当と認める方法 

 

第６ 意見の提出期間 

  意見の提出期間は、原則として３０日以上とし、案等の公表時に提出期限を明示するものとする。       

 

第７ 意見の提出方法 

１  意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他適当と認められる方法とするものと

する。 

２  意見を提出する者は、住所、氏名（法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名と

する。）その他必要な事項を記載するものとする。 

 

第８ 意見の処理 

１  実施機関は、提出された意見を考慮して意思決定を行うものとする。 

２  実施機関は、提出された意見に対する考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表するも

のとする。 

 

２  公表の際には、計画等の趣旨及び目的等についての説明を加えるものとし、関連資料も併せて公

表するなど、市民等が計画等の案の内容について十分理解できるよう留意するものとする。 

 

第４ 実施の周知及び公表の方法等 

１  パブリックコメントを実施する際は、広報はなまき、市のホームページに掲載するほか、必要に

応じて次の方法を活用し十分な周知に努めるものとする。ただし、特定の地域を対象としたもの

については、広報はなまきでの周知が難しいため、特定地域内への全戸配布など、効果的な方法

により周知するものとする。 

(1)  報道機関への発表 

(2)  担当部署及び総合支所や振興センターなど市民が多く利用する施設への資料 

の備えつけ 

(3)  その他適当と認める方法 

 

２  計画等の案を公表するときは、その案と関係資料及び関係する情報（以下「案等」という。）を

総合政策部総務課、総合支所地域振興課、振興センター及び図書館等市の施設に備えつけるととも

に、市のホームページに掲載しなければならない。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 意見の提出期間 

  意見の提出期間は、原則として３０日以上とし、案等の公表時に提出期限を明示するものとする。       

 

第６ 意見の提出方法 

１  意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他適当と認められる方法とするものと

する。 

２  意見を提出する者は、住所、氏名（法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名と

する。）その他必要な事項を記載するものとする。 

 

第７ 意見の処理 

１  実施機関は、提出された意見を考慮して意思決定を行うものとする。 

２  実施機関は、提出された意見に対する考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表するも

のとする。 
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３  実施機関は、提出された意見を考慮して、公表した案等を修正して意思決定を行ったときは、そ

の修正の内容及び理由を公表するものとする。 

４  前２項の規定による公表は、計画等の決定の時までに行うものとする。 

５  提出された意見が、花巻市情報公開条例（平成１８年花巻市条例第１９号）第７条に規定する非

開示情報に該当するおそれのある情報が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないこと

ができる。 

６  第５の規定は、第２項及び第３項に規定する公表の方法について準用する。 

 

 

第９ 特例措置 

  計画等について審議会その他の附属機関又はそれに類する機関で審議する場合であって、当該機関

がパブリックコメントと同様の手続を経て意思決定を行い、かつ、市長が当該意思決定を受けて実質

的に同じ内容の決定をする場合には、パブリックコメントを実施しないことができる。 

 

第 10 実施状況の公表 

  市長は、定期的に各実施機関におけるパブリックコメントの実施状況を取りまとめ、公表するもの

とする。 

 

第 11 その他 

   この指針に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第 12 実施期日 

 この指針は、平成１９年２月９日から実施する。 

 

第 13 経過措置 

   この指針実施前に、既に立案段階にあるものについては、可能な限り、この指針に基づき手続きを

行うものとする。 

 

３  実施機関は、提出された意見を考慮して、公表した案等を修正して意思決定を行ったときは、そ

の修正の内容及び理由を公表するものとする。 

４  前２項の規定による公表は、計画等の決定の時までに行うものとする。 

５  提出された意見が、花巻市情報公開条例（平成１８年花巻市条例第１９号）第７条に規定する非

開示情報に該当するおそれのある情報が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないこと

ができる。 

６  第２項及び第３項に規定する公表をするときは、市のホームページに掲載するほか、必要に応じ

てその他適当と認める方法を活用するものとする。 

 

（削る） 

 

 

 

 

第８ 実施状況の公表 

  市長は、定期的に各実施機関におけるパブリックコメントの実施状況を取りまとめ、公表するもの

とする。 

 

第９ その他 

   この指針に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第 10 実施期日 

 この指針は、平成１９年２月９日から実施する。 

 

第 11 経過措置 

   この指針実施前に、既に立案段階にあるものについては、可能な限り、この指針に基づき手続きを

行うものとする。 

 


